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消費者事故等の通知について（依頼）
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消費者庁消費者安全課
消費者庁消費者政策課
文部科学省大臣官房総務課

平素より、消贅者安全行政の推進に当たり、格別の御理解、御協力を頂きありがとうござ
います。

平成21年9月1日に施行された消費者安全法（平成21年法律第50号）において、地
方公共団体の長は消費者事故等の情報の通知義務が定められており、教育機関等（大学を除
く。以下同じ。）における消費者事故等については、平成27年10月5日付け事務連絡のと
おり、文部科学省において情報を集約し、消費者庁長官に通知することとしております（参
考資料1参照）。

このたび、教育機関等における消費者事故等が発生した場合の情報通知先について、別紙
のとおり 一部変更いたしますのでお知らせします。関1甜機関に周知を図られるとともに、今
後、消費者事故等が発生した場合の文部科学省への情報通知につき、遺漏なきよう対応をお
願いします。

な蕊都道府県教育委員会にあっては、従前通り、域内の市（指定都市を除く。）町村教育
委員会所管の教育機関等における消費者事故等については、都道府県教育委員会において集
約の上、別紙の文部科学省担当課まで通知願います。また、制度運用の詳細（参考資料2参
照）については、平成27年10月5日付け事務連絡のとおり、 「消費者事故等の通知の運
用マニュアル」 （消黄者庁：平成28年7月15日修正）を御確認ください。

※運用マニュアル ・ 通知様式（参考資料 3 参照）等の褐載先 一• http://www. caa. go. jp/safety/ 

＜本件連絡先＞
（身体•生命に関する消費者事故等の考え方について）

消費者庁消費者安全課
TEL: 03-3507-9201 （直通）、F駄：03-3507-9290

（財産に関する消費者事故等の考え方について）
消費者庁消費者政策課
TEL: o 3-3 5 o 7-9 176（直通）、F駄：03-3507-7557

（文部科学省への問合せ先）
文部科学省大臣官房総務課法令審議室審議第四係
TEL : o 3 -6 7 3 4 -2 1 5 6（直通）、F駄：03-6734-3590
































